

国家税務総局：商業企業が貨物供給者に対して受取る一部費用に流通税を徴収する問題に関する通知

国税発［2004］136号

各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局：

　一部地域からの反映に基づき、商業企業が貨物供給者から受取る一部費用にどのように流通税を徴収するかの問題につき、現行政策規定は統一が十分になされておらず、異なる地域間で政策執行の不均衡がもたらされている。研究を経て、ここに以下の通り規定する。

1、 商業企業が貨物供給者から受取る一部収入について、以下の原則に従って増値税または営業税を徴収する。

（1） 商業企業に対して貨物供給者から受取る商品販売量、販売額と必然的な関連がなく、且つ商業企業が貨物供給者に一定の役務を提供することによる収入、例えば入場費、広告販売促進費、商品預け費用、展示費、管理費等は、通常販売の利益返還に属さず、当期増値税仕入税金から差引せず、営業税の適用税目税率に従って営業税を徴収しなければならない。

（2） 商業企業が貨物供給者より徴収する商品販売量、販売額と（例えば一定比率、金額、数量計算をもって）関係する各種返還収入は、全て通常販売利益返還行為の関連規定に従って当期増値税仕入税金より差し引かなければなければならず、営業税を徴収しない。

2、 商業企業が貨物供給者から受取る各種収入には一律増値税専用発票を発行してはならない。

3、 差引すべき仕入税金の計算公式は、

当期の差引すべき仕入税金　＝　当期に取得する返還資金　／　（1＋購入貨物に適用する増値税税率）　×　購入貨物に適用する増値税税率

と調整する。

4、 本通知は2004年7月1日より執行する。本通知公布前に既に入庫している税額を徴収しているものはあらためて調整を行わない。その他増値税一般納税人が貨物供給者から受取る各種収入の納税処理は、本通知の規定に照らし合わせて執行する。

特にここに通知する。

国家税務総局

二〇〇四年十月十三日

（日綜（上海）投資コンサルティング有限公司／呉　明憲）


